
旭川市給付型奨学金（大学等）の新設について

Ｒ５．８．２５／子育て助成課

●大学等に在学する者に係る給付型奨学金（令和５年度　事業開始）

支給対象となる
学生等の要件
（令和５年度　
募集の場合）

・令和６年度に大学等に入学し，又は在学するものであること。 
・生計維持者（父母等）が，令和５年１月１日の時点で，本市に住所を有している
こと。 
・令和６年度において，生計維持者が学生等に係る生活保護法に規定する高等
学校等就学費を受給しないこと。 
・申請日において，学生等又は生計維持者が旭川市奨学金貸付条例又は旭川
市入学仕度金貸付条例に基づく貸付けに係る滞納がないこと。 
・申請日において，学生等及び生計維持者に市税の滞納がないこと。 
・生計維持者の令和５年度の道府県民税及び市町村民税の所得割額（税額控除
前）を合算した額が，２５７，５００円未満であること。 
・申請日において，市内若しくは近隣８町に所在する高等学校等（定時制含む。）
や通信制課程に在学していること
・学業が優秀（評定平均４．３以上）で性行が善良であること。 

入学準備金 高校の３年生時に支給
　　大学等へ自宅から通学　　300千円
　　大学等へ自宅外通学        500千円

奨学金 大学２年生～４年生の６月・１２月に支給（令和７年度から支給）
　（年額）　100千円＝50千円×2回

R5予算 500千円×100人分＝50,000千円
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●大学等に在学する者に係る給付型奨学金（令和５年度）スケジュール
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旭川市育英事業（基金）について

  寄附金(件数) 基金残高（各年度３．３１時点）

H29 20,665千円 (420) 452,134,979円
H30 40,838千円 (2,507) 510,024,979円
R1 150,414千円 (8,145) 666,360,047円
R2 154,050千円 (7,292) 805,390,404円
R3 *57,371千円 (7,291) 861,194,511円
R4 *71,142千円 (7,784) 919,565,236円

  *実際の寄附金額から45％の手数料を差し引くこととなり，その残額を寄付金として基金に積み立てている。

年月 事項

Ｓ３９年４月 旭川市育英事業基金条例（基金設立）

Ｈ２７年８月 ふるさと納税ポータルサイト（さとふる）での取扱開始

Ｈ３０年４月 基金取り崩し規定を追加

Ｒ５．８．２５／子育て助成課



旭川市育英事業について

●高等学校等に在学する者に係る給付型奨学金（令和２年度　事業開始）

対　象

（令和５年度
の場合）

給付型奨学金の支給を受けることができる保護者等は，次の各号のいずれに
も該当する者。
(１)　R5.1.1からR5.7.1までの間，継続して本市に住所を有していること。
(２)　R5.7.1において，生活保護法に規定する高等学校等就学費を受給してい
ないこと。
(３)　R5.7.1において，旭川市奨学金貸付条例又は旭川市入学仕度金貸付条
例に基づく貸付けに係る滞納がないこと。
(４)　市税の滞納がないこと。
(５)　保護者等に係る令和５年度分の道府県民税及び市町村民税の所得割額
（税額控除前）を合計した額が，100円以上85,500円未満であること。
(６)　次のいずれにも該当する生徒等の保護者等であること。
ア　令和５年度において，市内若しくは近隣８町に所在する高等学校等に入学
し，かつ，R5.7.1においてその学校に在学していること。
イ　令和５年度の末日時点で18歳以下であること。
ウ　R5.1.1において，本市に住所を有していること。

内　容 生徒等１人につき
　（国公立） ６万円，（私立） ７万円，（通信制） ３万円　　※いずれも返済不要

実　績 Ｒ2　9,490千円（152人），Ｒ3　7,280千円（120人），Ｒ4　6,640千円（108人）

R5予算 70千円×180人分＝12,600千円



旭川市育英事業について

●育英資金（返済型奨学金）貸付金・入学仕度金貸付金

経　過 （Ｓ２７）奨学金貸付事業　開始
（Ｓ４４）入学仕度金貸付事業　開始

対　象 高校等（定時・通信制（支度金）），大学，専門学校

入学仕度金 貸付（最大）　高校（公立）100千円
　　　　　　　　 高校（私立）300千円
　　　　　　　　 大学・専門500千円

奨学金 （年額）
　　高校（公立）84千円，高校（私立）132千円
　　大学・専門（国公立）288千円，大学・専門（私立）396千円

予　算
（入学仕度
金）

高校生　　　11,400千円
大学生　　　17,500千円
専門学校   　7,400千円

予　算
（奨学金）

〈新規〉高校生　　　2,892千円　　〈継続〉高校生　　　2,988千円
　　　　 大学生 　　10,368千円　　　　　　 大学生　　 14,472千円
　　　　専門学校生 3,852千円 　　　　　　専門学校生 3,456千円　　　　　　　


